
お
知
ら
せ

くらしの情報

就　
　

職

相　
　

談

募　
　

集

イ
ベ
ン
ト

・
そ
の
他
、
管
理
運
営
上
必
要
が

生
じ
た
場
合

■
採
用
期
間

　

６
か
月
以
内
で
採
用
し
１
回
の

み
更
新
可
能
で
す
。

■
応
募
方
法

　

市
販
の
履
歴
書
ま
た
は
臨
時
職

員
登
録
申
請
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。）
を
総
務
人
事
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。（
郵
送
可
）

※
資
格
職
の
場
合
は
、
資
格
等
を

証
明
す
る
書
類
の
写
し
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。

※
登
録
は
そ
の
年
度
内
に
お
い
て

有
効
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
人
事
課

　

☎(

32)

８
８
８
８

就
職

　

臨
時
職
員
登
録
者
を
募
集

　

平
成
30
年
度
の
臨
時
職
員
登
録

者
を
募
集
し
ま
す
。

　

臨
時
職
員
の
候
補
者
を
登
録
し
、

そ
の
中
か
ら
選
考
の
う
え
採
用
し

ま
す
。

■
職
種
・
賃
金
（
時
給
）

・
一
般
事
務　
　
　
　

８
５
０
円

・
保
育
士　
　

　

保
育
園
勤
務
（
フ
ル
タ
イ
ム
）　

　

通
常
時
間
勤
務
１
，
２
０
０
円

　

早
番
遅
番
あ
り
１
，
３
０
０
円

　

保
育
園
勤
務
（
短
時
間
）

　
　
　
　
　
　
　

１
，
１
０
０
円

　

そ
の
他
勤
務　

１
，
０
５
０
円

・
保
健
師　
　
　

１
，
２
０
０
円

・
管
理
栄
養
士　

１
，
２
０
０
円

・
栄
養
士　
　
　

１
，
１
０
０
円

・
臨
床
心
理
士　

２
，
３
２
０
円

・
心
理
士　
　
　

１
，
５
５
０
円

・
看
護
師　
　
　

１
，
１
０
０
円

・
調
理
員
・
用
務
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　

９
１
０
円

・
道
路
補
修
作
業
員

　
　
　
　
　
　
　

１
，
１
０
０
円　

■
採
用
す
る
と
き

・
現
臨
時
職
員
の
採
用
期
間
満
了

に
よ
る
任
用
替
え
を
行
う
場
合

■
相
談
時
間　

　

１
相
談
者
あ
た
り
概
ね
30
分
間

■
会
場

　

ゆ
う
ゆ
う
館

■
定
員

　

４
名(

事
前
予
約
制)

■
予
約
・
問
い
合
わ
せ
先

　

行
政
書
士
会
小
山
支
部

　

生
田
目
安
夫
☎(

52)

２
３
５
０

　

還
付
申
告
無
料
税
務
相
談

　

税
理
士
会
に
よ
る
還
付
申
告
無

料
税
務
相
談
を
行
い
ま
す
。

■
日
時

　

２
月
７
日
㈬

■
場
所

　

税
理
士
会
栃
木
支
部
各
会
員
事

務
所

■
対
象

　

所
得
金
額
３
０
０
万
円
以
下
の

給
与
所
得
者
及
び
年
金
受
給
者
で
、

少
額
の
還
付
申
告
相
談
（
内
容
に

よ
り
有
料
に
な
る
可
能
性
や
混
雑

の
こ
と
を
考
え
、
事
前
に
予
約
を

お
願
い
し
ま
す
。）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
理
士
会
栃
木
支
部

　

☎
０
２
８
２(

24)

４
８
６
１

相
談

　

司
法
書
士
・
行
政
書
士
無
料
相
談

○
司
法
書
士
相
談

　

不
動
産
登
記
、
商
業
・
法
人
登

記
、
多
重
債
務
、
１
４
０
万
円
を

超
え
な
い
民
事
裁
判
手
続
き
、
成

年
後
見
関
係
な
ど
。

■
日
時

　

１
月
10
日
㈬

　

２
月
14
日
㈬

　

午
前
10
時
〜
正
午

■
相
談
時
間　

　

１
相
談
者
あ
た
り
概
ね
30
分
間

■
会
場

　

ゆ
う
ゆ
う
館

■
定
員

　

４
名(

事
前
予
約
制)

■
予
約
・
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
県
司
法
書
士
会
小
山
支
部

　

本
多
絵
美　

☎(

37)

９
１
２
０

○
行
政
書
士
相
談
内
容

　

相
続
や
遺
言
、
農
地
転
用
、
開

発
行
為
、
成
年
後
見
、
離
婚
等
に

つ
い
て
の
相
談
な
ど
。

■
日
時

　

１
月
25
日
㈭

　

２
月
22
日
㈭

　

午
前
10
時
〜
正
午

　

耕
作
放
棄
地
の
再
生
利
用
に

　

取
り
組
む
農
業
者
を
募
集
し
ま
す

　

平
成
29
年
度
、
ま
た
は
30
年
度

に
耕
作
放
棄
地
の
解
消
を
実
施
し
、

所
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、

補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
に
取
組
を
検
討
さ

れ
て
い
る
方
は
、
農
業
委
員
会
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
募
集
期
限

　

３
月
９
日
㈮

■
主
な
要
件

・
農
地
の
区
分　

農
用
地

・
解
消
費
用
が
10
ａ
当
た
り
６
万

円
を
超
え
る
こ
と

・
５
年
分
の
賃
借
料
相
当
額
を
解

消
費
用
に
充
て
る
こ
と

・
解
消
後
５
年
間
以
上
耕
作
を
継

続
す
る
こ
と

■
問
い
合
わ
せ
先

　

農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎(

32)

８
９
１
５
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